
堺市自治連合協議会 令和 7年１１月定例会 
 

１．事業説明案件 

（1）第 77回人権週間行事について 

【広報さかい 11月号掲載】                （ダイバーシティ推進部） 

12 月 4 日から 10 日までは、人権週間です。当協議会並びに堺市では、市民の人権意識

の向上を図り、人権が尊重される社会の実現をめざして、以下のとおり行事の開催を予定

しておりますのでお知らせ申しあげます。 

つきましては、11月上旬頃に、あらためて校区推進委員様宛に、開催案内通知を送付さ

せていただきます。 

 

記 

 

1. 「第 46回人権を守る市民のつどい」 

日 時  2025年 12月 7日（日） 13時 30分～16時 30分 

場 所  堺市総合福祉会館 6階ホール（堺市堺区南瓦町 2番 1号） 

内 容  第 1部「わたしからの人権メッセージ」 

特選受賞者の表彰と代表作品の発表 

       第２部「映画上映『太陽の子』」 

 

2．人権に関するパネル展示 

日 時  2025年 12月 3日（水）～12月 10日(水) 

場 所  堺市役所高層館北エントランスホール 

 

 

問合先 

1.「第 46回人権を守る市民のつどい」について 

℡221-9280 堺市人権教育推進協議会事務局（人権推進課内） 

2.人権に関するパネル展示について 

℡228-7420 人権推進課 

 

 

（2）民生委員・児童委員一斉改選にかかる協力について 

                         (長寿社会部・子ども青少年育成部) 

 このたびの一斉改選に際しましては、「校区民生委員予備推薦会」の運営等について多大

なご協力を賜り、誠にありがとうございました。 

各校区からご推薦いただきました委員候補者（1,083 名）につきましては、堺市民生委

員推薦会等、所定の手続きを経て、厚生労働大臣へ推薦いたしました。今後、厚生労働大

臣からの委嘱発令を受け、以下のとおり委嘱状伝達を行う予定です。 

なお、任期は 3 年間となっており、各種地域団体と協力、連携しながら、地域福祉活動

の推進をしていただきますので、各自治会の皆様におかれましては、引き続き民生委員・

児童委員活動にご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 



 

令和 7年 12月 1日（月）開催 堺市民生委員・児童委員委嘱状伝達式 

<第一部> 堺市長から各区民生委員・児童委員代表へ委嘱状伝達 

   <第二部> 区長から校区民生委員・児童委員代表へ委嘱状伝達 

 

※上記伝達式後、各校区において民生委員・児童委員へ委嘱状を伝達していただきます。 

 

 

問合先・・・℡228-8347 長寿支援課 

       ℡228-7104 子ども企画課 

 

 

（3）令和 8年（2026年）堺市二十歳の集いへのご案内について 

【広報さかい 11月号掲載】                 （子ども青少年育成部） 

 堺市二十歳の集いにつきましては、参加者に有意義な催事となるよう、令和 8 年 1 月 12

日の成人の日に執り行いますので、その概要について以下のとおりご報告申し上げます。 

 本年度もご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

１ 趣旨 

二十歳になった若者の前途を社会全体で祝福する。また、若者が区域の活性化の重要

な担い手として、さらには、将来の社会を支える一員として自立し、そのための責任を

自覚する機会を提供することを目的とする。 

 

２ 実施日時 

令和 8 年（2026 年）1 月 12 日(月曜日・祝) 

【1 部制】 

堺・中・東・南・北・美原区  10 時～ 

【3 部制】 

西区  第 1 部： 9 時 00 分～ 

第 2 部：10 時 45 分～ 

第 3 部：12 時 30 分～ 

 

３ 会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 対象者 

平成 17年（2005年）4月 2日から平成 18年（2006年）4月 1日までに生まれた者で、

堺市の住民基本台帳に記録されている者 

 

対象区域 会  場 

堺 堺市民芸術文化ホール フェニーチェ堺 

中 教育文化センター ソフィア・堺 

東 初芝体育館 

西 西文化会館 ウェスティ 

南 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 

北 堺市産業振興センター  

美原 美原文化会館 アルテベル 



５ 主  催  堺 市 

企画運営  堺市各区二十歳の集い実行委員会 

 

６ 来賓     

国会議員（堺市選出）・大阪府議会議員（堺市選出）・堺市議会議員・堺市各区自治連

合協議会 

                      

７ 式典内容 

①国歌斉唱、②市民憲章（二十歳代表者）、③市長・議長メッセージ 

④メッセージ発表（二十歳代表者）、⑤各区実行委員会で決定した独自の取組 など 

 

８ 特記事項 

  ・今年度は市長及び議長が東区会場に出席し、若者へメッセージを送る予定。 

  ・その他の会場においては、市長及び議長のメッセージビデオを上映する。 

 

９ 担当 

  子ども育成課、各区役所自治推進課 

 

※二十歳の集いの各区会場におけるご臨席につきましては、詳細な案内とともに後日各区

から改めてご依頼させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。 

 

 

問合先・・・℡228-7457 子ども育成課 

 

 

（4）中学校等の指定避難所の運用について 

                                  （危機管理室） 

本市では各地域の自主防災組織の皆様のご協力により、指定避難所となっている小学校

では、避難所運営訓練等の取組が進められ、発災時の備えをしていただいております。そ

の一方、その他の中学校等、大半の指定避難所においては、避難所の運営について不明確

な状態となっており、準備が進んでいない状態となっております。 

そのため、大規模災害時に備え、中学校を含む全指定避難所の開設・運営を円滑に行え

るよう、各区、各校区のリスクの違いなどを踏まえ、区ごとに中学校避難所の運用に向け

て、具体的な検討と取組を進めたいと考えております。 

自治連合協議会の皆様におかれましては、本取組の主旨をご理解いただき、ご協力賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

 

 

問合先・・・℡228-7605  防災課 

 

 

２．協議会案件 

（1）SNSを活用した堺市自治連合協議会の情報発信について             

 堺市自治連合協議会では、自治会に加入するきっかけや興味・関心を持ってもらうこと

を目的に、自治会が主催する地域の情報について SNS を活用した情報発信を新たに始めま

す。 

情報発信を希望する地域は掲載内容を市民協働課にお知らせください。いただいた情報



をもとに、X（旧 Twitter）で発信します。 

 

■運用開始日 

令和 8年 1月 5日（月）から 

 

■依頼方法 

「堺市自治連合協議会 Xによる自治会活動・イベントの情報発信依頼書」を自治会活動・

イベント開催日の5営業日前までに市民協働課にご提出ください。※令和8年1月5日（月）

以降に行われる自治会活動・イベントを掲載予定。依頼書は令和 7 年 11 月 7 日（金）か

ら受け付けます。 

 

■掲載イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：活用する SNS（X（旧 Twitter））について】 

X（旧 Twitter）とは 

短い文章で情報を発信する SNS（インターネット上の掲示板のようなもの）。画像や動

画、URLを貼付することも可能で、若い世代への情報提供手段として有効。国内のユー

ザー数約 6,700万人。 

 

世代ごとに興味・関心のある活動（「自治会新規加入者を対象とした自治会加入に関する

アンケート」より） 

■防災訓練、防犯活動、交通安全や環境活動の情報（全世代） 

■子育てにおいて又はこどもにとって有益な活動やこどもが参加できる地域活動の情 

報（20～40歳代） 

■福祉活動の情報（60・70歳代） 

 

 

（2）自治会活動実践記録「波紋」について                     

（1）「波紋」第 70集の発表校区について 

今年度は北区、美原区が発表当番となっています。北区及び美原区の 11月定例会に

おいて発表校区を決定され、事務局にご報告いただきますようお願いします。 

 

(2)堺市ホームページへの掲載について 

堺市自治連合協議会の活動記録を、自治会未加入者の方々にも発信することを目的に、

 

＼●●校区もちつき大会／ 

日時：令和●年●月●日（●）午後●時～●時 

場所：●●校区地域会館（雨天決行） 

内容：杵と臼でついたおもちを好きな味付けで食べましょう！ 

おもちは持ち帰ることができます。写真は去年の風景です。 

対象：●●校区在住の方 

（写真を 1～3枚掲載、HP等がある場合はその URL） 



「波紋」を堺市ホームページへ掲載します。 

併せて、これまで配付している冊子について、改めて必要部数の確認を行います。 

＊確認方法：回答様式「波紋の必要部数について」をご提出ください。 

＊提出先：各区自治推進課 

＊提出期日：令和 7年 12月 5日（金） 

※部数に希望がなければ、1校区につき 1部お配りさせていただきます。 

 

（3）掲載内容について 

個人情報保護の観点から、堺市自治連合協議会役員の「住所」及び「連絡先」を掲載

内容から削除します。 

自治会の活動記録誌という観点から、「堺市からの依頼・事業説明（定例会案件）」や

「市政報告」に関する項目を掲載内容から削除します。 

 

 

問合先・・・℡228-7405 市民協働課 

 

 

３．事務局連絡 

（1）新年互礼会の開催について                                                   

開催場所  ホテル・アゴーラ リージェンシー大阪堺 

（堺市堺区戎島町４－４５－１） 

開催日時  令和８年１月７日（水）１月全体定例会終了後～(１８時頃予定) 

会  費  １０，０００円 

※１２月区定例会で集めさせていただきます。堺市自治連合協議会の 

活動に係る１，０００円を含みます。 

 

 

問合先・・・℡228-7405 市民協働課 



堺市堺区自治連合協議会 令和 7年 11月定例会 
 

５．堺区案件 

堺－1 令和 7 年度 SMI 都心ライン実証実験の乗車体験のご案内について 

【交通政策課】 

人口減少・高齢化の更なる進展やバス運転士不足への対応、すべての人にとって便利・快

適でバリアフリーな移動環境の構築をめざし、堺駅から堺東駅を結ぶ大小路筋周辺において、

自動運転バス（SMI都心ライン）の導入に向けた実証実験を実施します。 

実証実験では、自動運転バスの走行に加え、バス待ち環境の改善として、バス停留所付近

における休憩スペースの創出実証実験及び地域情報や交通情報を発信する実証実験を実施

します。 

11月 5日（水）から、一般モニターの体験乗車を開始しました。 

 

＜体験乗車の概要＞ 

1 運行期間   令和 7年 11月 5日（水）～令和 8年 2月 27日（金） 

         ※年末年始を除く平日のみ運行 

 2 場所      堺市役所前～堺駅前広場～堺東駅前広場～堺市役所前（周回） 

 3 運行時間   午前 10時台～午後 4時台で一日 6便（1回あたり 25分程度） 

 4 事前予約制  乗車の 1週間前～30分前までに LINE、ウェブ、電話で受付 

 5 料金     無料 

 

問い合わせ先  建築都市局 交通部 交通政策課  電話 072-340-0417 

 

 

 堺－2 自治会活動にかかる講演会について            【自治推進課】  

地域のつながりが希薄になる中、平時のみならず有事にも活きるコミュニティの重要性

（コミュニティづくりを通して、住民の健康・福祉の増進、地域産業の発展、地域文化の継

承等の様々な効果が見込まれること）について学ぶ講演会を開催します。 

 

1 開催日時    令和８年 2月 21日（土）13時 30分～15時 30分（予定） 

2 開催場所    堺市役所本館 3階 第１、2大会議室 

3 対象者     合計 50名程度（各校区の自治会員（各校区 3名）×17校区） 

4 内 容 

（1）講演     防災活動をテーマに、被災地等の地域で実践する有識者に当地での活

動事例や災害時における自治組織（コミュニティづくり）の大切さ等に

ついてお話しいただく。 

（2）ワークショップ 

          5～6 名 1 グループで取り組み、講師によるアドバイスや総評を行う。 

 


